
ひとりで悩んでいませんか。

夫婦や親子間のトラブル、職場でのストレス、自分自身の生き方や将来
への不安など、ひとりで抱え込まずに、気軽に相談してください。

申込みは必要ありません。
上記の時間内に相談専用電話におかけください。

男性の相談員が、あなたの悩みをお聴きします。秘密は厳守します。

相談専用電話

【問い合わせ】

京田辺市 市民部 人権啓発推進課 （０７７４）６５-３７０９

６月５日(金)・ ９月４日(金)

令和９年

１２月４日(金)・ ３月５日(金)
午後６時～８時

(受付は午後７時３０分まで)

令和８年度


